
① 
第２号議案 

 

茨城県教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

茨城県教育委員会事務専決規程（昭和 46年茨城県教育委員会訓令第５号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項中「その会議を招集する暇がない」を「教育長において教育委員会の会議（以下

「会議」という。）に付議すべき事件について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認める」に、「その会議が」を「会議が」に改め、同条第２項中「教

育委員会の」を削る。 

第３条第２項中「教育委員会の」を削る。 

 

   付 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

   令和５年５月 25日提出 

茨城県教育委員会教育長  森作 宜民   

 

（提案理由） 

教育委員会の権限に属する事務を教育長に専決させる要件の明確化を図るため、関係規定につ

いて所要の改正をするもの。 
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茨城県教育委員会事務専決規程新旧対照表 

改正案 現行 

第２条 教育委員会は，教育長において教育委員会の会議（以下「会議」と

いう。）に付議すべき事件について特に緊急を要するため会議を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき，又は  会議が成

立しないときは，次条に規定する場合を除くほか，茨城県教育委員会事

務委任規則(昭和 40 年茨城県教育委員会規則第８号。以下「規則」とい

う。)第２条第２号及び第４号から第 13 号までに掲げる事務を教育長に

専決させるものとする。ただし，教育委員会規則の制定及び改廃並びに

教育長の営利企業等の従事の許可については，軽易なものに限る。 

第２条 教育委員会は，その会議を招集する暇がない           

                                  

                              とき，又はその会議が成

立しないときは，次条に規定する場合を除くほか，茨城県教育委員会事

務委任規則(昭和 40 年茨城県教育委員会規則第８号。以下「規則」とい

う。)第２条第２号及び第４号から第 13 号までに掲げる事務を教育長に

専決させるものとする。ただし，教育委員会規則の制定及び改廃並びに

教育長の営利企業等の従事の許可については，軽易なものに限る。 

２ 教育長は，前項の規定により専決した事務については，次の      

  会議において報告し，その承認を求めなければならない。 

２ 教育長は，前項の規定により専決した事務については，次の教育委員

会の会議において報告し，その承認を求めなければならない。 

第３条 教育委員会は，規則第２条第 14 号から第 27 号までに掲げる事務

(当該事務に関する告示及び公告をすることを含む。)，国又は県の行う

重要な褒賞についての推薦及び次の各号に掲げる職員以外の職員の任免

その他の人事(懲戒処分及び分限免職処分を除く。)を行うことについて，

教育長に常時専決させるものとする。 

第３条 教育委員会は，規則第２条第 14 号から第 27 号までに掲げる事務

(当該事務に関する告示及び公告をすることを含む。)，国又は県の行う

重要な褒賞についての推薦及び次の各号に掲げる職員以外の職員の任免

その他の人事(懲戒処分及び分限免職処分を除く。)を行うことについて，

教育長に常時専決させるものとする。 

(1) 部長，参事，本庁の課長，教育事務所長，学校以外の教育機関の長

及びこれらの職に相当する職層の職員 

(1) 部長，参事，本庁の課長，教育事務所長，学校以外の教育機関の長

及びこれらの職に相当する職層の職員 

(2) 教育委員会の所管に属する学校の校長及び前号に規定する本庁の

課長の職に相当する職層の職員 

(2) 教育委員会の所管に属する学校の校長及び前号に規定する本庁の

課長の職に相当する職層の職員 

(3) 市町村立学校の校長 (3) 市町村立学校の校長 

２ 教育長は，前項の規定により専決した事務のうち，必要と認めるもの

については，次の      会議において報告しなければならない。 

２ 教育長は，前項の規定により専決した事務のうち，必要と認めるもの

については，次の教育委員会の会議において報告しなければならない。 
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第３号議案 

 

茨城県教育庁等事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

茨城県教育庁等事務専決規程（昭和 40年茨城県教育委員会訓令第８号）の一部を次のように

改正する。 

第 15条第３項中「とする。」を「とする（第１号に掲げるものにあつては，課長（課内室長

を含む。）に限る。）。」に改め、同項中第 12号を第 13号とし、第１号から第 11号までを１

号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号を加える。 

 (1) 第 68条の規定による漏えい等の報告及び通知 

   付 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

   令和５年５月 25日提出 

茨城県教育委員会教育長  森作 宜民   

 

（提案理由） 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の一部改正に伴い、新たに生じた

事務について、課長（課内室長を含む。）の専決事項とするもの 

２ 
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茨城県教育庁等事務専決規程 新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第 14条 (略) 第１条～第 14条 (略) 

  

(課長等の専決事項) (課長等の専決事項) 

第 15 条 課長は，教育長が常時専決しうる事務のうち，次の各号に掲げるものを
専決するものとする。 

第 15 条 課長は，教育長が常時専決しうる事務のうち，次の各号に掲げるものを
専決するものとする。 

２ (略) ２ (略) 

３ 課長（課内室長を含む。）及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する
学校その他の教育機関の長は，個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第
57 号）に関する次の各号に掲げるものを専決するものとする（第１号に掲げる
ものにあつては，課長（課内室長を含む。）に限る。）。 

３ 課長（課内室長を含む。）及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する
学校その他の教育機関の長は，個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第
57 号）に関する次の各号に掲げるものを専決するものとする。 

(1) 第 68条の規定による漏えい等の報告及び通知   (追加) 

(2) 第 70条の規定による保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求 (1) 第 70条の規定による保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求 

(3) 第 75条第１項の規定による個人情報ファイル簿の作成 (2) 第 75条第１項の規定による個人情報ファイル簿の作成 

(4) 第 77条第１項の規定により提出された開示請求書の受理 (3) 第 77条第１項の規定により提出された開示請求書の受理 

(5) 第 82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知 (4) 第 82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知 

(6) 第 85 条第１項及び第 96 条第１項の規定による事案の移送の決定及びそ
の通知 

(5) 第 85 条第１項及び第 96 条第１項の規定による事案の移送の決定及びそ
の通知 

(7) 第 86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 (6) 第 86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 

(8) 第 91条第１項の規定により提出された訂正請求書の受理 (7) 第 91条第１項の規定により提出された訂正請求書の受理 

(9) 第 93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知 (8) 第 93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知 

(10) 第 94 条第２項，第 95 条，第 102 条第２項及び第 103 条の規定による決
定期間の延長の決定及びその通知 

(9) 第 94条第２項，第 95 条，第 102 条第２項及び第 103条の規定による決定
期間の延長の決定及びその通知 

(11) 第 97 条の規定による提供先への通知 (10) 第 97 条の規定による提供先への通知 

(12) 第 99 条第１項の規定により提出された利用停止請求書の受理 (11) 第 99 条第１項の規定により提出された利用停止請求書の受理 

(13) 第 101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知 (12) 第 101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知 

４ (略)  ４ (略)  

  

(略) (略) 
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茨城県教育庁等事務専決規程の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の一部改正に伴い、新たに生じた事

務について、課長（課内室長を含む。）の専決事項とするもの 

 

２ 改正の内容 

 課長（課内室長を含む。）の専決事項として、次の事務を追加する（第15条第３項関係）。 

「個人情報の保護に関する法律第68条の規定による漏えい等の報告及び通知」 

 

３ 施行日 

  公布の日 



③ 

第４号議案 

 

令和６年度使用県立高等学校、県立中等教育学校（後期課程）及び 

県立特別支援学校（高等部）の教科用図書の採択方針について 

 

令和６年度に県立高等学校、県立中等教育学校（後期課程）及び県立特別

支援学校（高等部）で使用する教科用図書は、下記の方針により採択するも

のとする。 

 

記 

 

１ 本県教育の目標の具現化を目指して採択に当たること。  

 

２ 各学校の教育課程並びに生徒の実態に即するものとすること。  

 

３ 各学校における教育上の種々の条件を考慮し、教科用図書の内容を十分

に検討して適正を期すること。 

 

４ 学習内容の系統性を尊重して、継続的、発展的に学習できるように配慮

すること。 

 

５ 採択に当たっては、公正確保に特に留意すること。  

 

   令和５年５月 25 日提出 

 

               茨城県教育委員会教育長  森作 宜民 

 

（提案理由） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第

21 条第６号の規定に基づき、県教育委員会が県立高等学校、県立中等教育学

校（後期課程）及び県立特別支援学校（高等部）で使用する教科用図書を採

択するための方針を決定しようとするものである。 
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